
 

○川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関

する条例施行規則 

昭和31年６月15日教委規則第４号 

（目的） 

第１条 川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に

関する条例（昭和23年川崎市条例第26号。以下「条例」という。）の施行については、他に特別

の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

（授業料の徴収） 

第２条 授業料は、４月から９月までの月分の授業料を９月30日までに、10月から翌年３月までの

月分の授業料を同年１月31日までに、それぞれ徴収する。 

（転入学等の場合の授業料） 

第３条 前条の規定にかかわらず、学年の中途において入学、退学又は転学する者については、そ

の初日において在学していない月分の授業料を徴収しない。 

２ 前条の規定にかかわらず、校長の許可を受けて休学又は留学する者については、その初日にお

いて休学又は留学している月分の授業料を徴収しない。 

（授業料等減免の申請） 

第４条 第８条の規定により入学選考料、入学料又は授業料（以下「授業料等」という。）の減免

を受けようとする者は、授業料等免除申請書（第１号様式（１））又は授業料等減額申請書（第

１号様式（２））に、申請の理由を証明する書類を添付し、校長を経て、教育委員会に提出しな

ければならない。この場合において、授業料の減免を受けようとする者は、高等学校等就学支援

金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第３条第２項各号のいずれかに該当する者でなけ

ればならない。 

２ 校長は、前項の申請書を受理したときは、これに意見を付し、速やかに教育委員会に送付しな

ければならない。 

（授業料等減免の許否） 

第５条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その許否を決定し、許可の場合は、授業

料等免除許可書（第２号様式（１））又は授業料等減額許可書（第２号様式（２））を、校長を

経て、当該申請をした者に交付する。 

（授業料等減免の許可事由消滅の場合の手続） 

第６条 授業料等の減免の許可を受けた者は、その許可を受けた事由が消滅したときは、直ちにそ



 

の旨を、校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。 

（授業料等減免の許可の取消し） 

第７条 不当に授業料等の減免の許可を受けた者に対しては、これを取り消し、減免した授業料等

を追徴することがある。 

（授業料等の減免） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者については、授業料等を免除することができる。 

(１) 保護者が、生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく保護を受けている者 

(２) 保護者が、災害、傷病、失業等により生活に困窮していると認められる者 

(３) その他教育委員会が免除の必要があると認める者 

２ 前項各号に掲げる者以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者については、授業料の額の

２分の１に相当する額を減ずることができる。 

(１) 学資の負担に堪えないと認められる者 

(２) その他教育委員会が減額の必要があると認める者 

（授業料減免の期間） 

第９条 授業料の減免の期間は、６月以内とする。この期間を超えて減免を受けようとする者又は

次年度も引き続いて減免を受けようとする者は、改めて教育委員会の許可を受けなければならな

い。 

（授業料滞納者に対する措置） 

第10条 校長は、授業料を滞納した者に対し、出席を停止し、又は退学を命ずることができる。 

（入学選考料、入学料及び聴講料の徴収） 

第11条 入学選考料は、入学願書提出までに、入学料は、入学を許可した日から７日以内に徴収す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、川崎市立高等学校（以下「高等学校」という。）第１学年入学者選

抜の場合において同一の高等学校内又は高等学校相互間において志願変更をするときは、入学選

考料を徴収しない。ただし、高等学校の定時制の課程から全日制の課程に志願変更をする場合は、

全日制の課程に係る入学選考料の額と定時制の課程に係る入学選考料の額との差額を志願変更ま

でに徴収する。 

３ 聴講料は、聴講を許可した日から７日以内に徴収する。 

第12条 入学選考料及び入学料は、高等学校相互間の転学の場合には、徴収しない。 

（徴収及び収納の手続） 



 

第13条 授業料等及び聴講料の徴収及び収納の手続は、川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則

第31号）の定めるところによる。 

（教育長への委任） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和35年４月７日教委規則第３号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和36年３月30日教委規則第７号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和39年４月１日教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年12月11日教委規則第25号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年10月30日教委規則第９号） 

この改正規則は、昭和63年４月１日から施行し、同年４月分に係る授業料を滞納した者から適用

する。 

附 則（平成７年６月29日教委規則第９号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の規則第２条から第６条までの規定は、平成７年２月１日以後の徴収に係る阪神・淡路

大震災の被災者の入学選考料及び入学料から、改正後の規則第８条の規定は、平成７年４月１日

以後の留学の期間に係る授業料から適用する。 

（経過措置） 

３ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（平成８年９月25日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年７月23日教委規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

附 則（平成16年12月15日教委規則第10号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月27日教委規則第27号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則第２条第１項第

２号及び第２項の規定は、平成23年３月31日までの間は、適用しない。 

附 則（平成25年７月25日教委規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（平成26年２月26日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前から引き続き高等学校等（公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等

学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第90号）による改正

前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22

年法律第18号）第２条第１項に規定する高等学校等をいう。）に在学する者に係る同日以後の授

業料の徴収については、なお従前の例による。 

３ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 


